
すべての関係者が早期覚知のアンテナとなる

いずれにも
該当しない方

課題が憂慮される方に気づく

65歳以上の高齢者
高齢者のいる世帯

相談

地域包括ケア
推進課
保健師等

生活支援課
ｹｰｽﾜｰｶｰ・保健師等

障害福祉課
基幹相談支援センター

看護師等

相談 相談 相談

生活保護受給者
各種手帳所持者

ひきこもり

地域包括支援センター等と同行訪問して対象者と面会
適切な医療につながっているかの判断や受診勧奨を行う

医学的判断を司り、支援者に医学的助言を提供
必要に応じてアウトリーチを行う

在宅医療・介護
連携支援センター

松戸市医師会
地域サポート医
専門サポート医

相談

健康推進課
保健師

18歳未満
ヤングケアラー

子ども家庭相談課
看護師等

相談
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